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令和４年度の取組

・今後担う予定の役割や方向性

アンケート項目

・地域医療構想を策定した平成28年5月以降で病床機能・病床数の見直し、今後見直しを予定す
る医療機能について確認済

対象機関と確認時期

（１）今後の方針についてアンケートを実施

（２）アンケートの結果を受け、以下の医療機関から対応方針を確認(令和５年３月調整会議)

（３）（２）以外の医療機関

対象機関と確認時期

・平成28年5月以降で不足する医療機能への転換や病床の廃止を行っておらず、今後も現状維持
を予定する医療機関（今後の対応について検討はしているものの、具体的な計画がない医療機
関も含む）
・令和5年7月以降の調整会議で説明していただいた上で確認

・２０２５年における機能別の病床数など
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令和５年度、６年度の取組（令和５年国通知抜粋）

・構想区域毎の地域医療構想の推進に係る目標は、2023年度当初に対応方針の策定率が100％に
達していない場合は、対応方針の策定率。
・2023年度当初において、既に対応方針の策定率が100％に達している場合の同年度、2024年度以
降の目標は、合意した対応方針の実施率。
※橋本保健医療圏構想区域は、対応方針の策定率は100％

対応方針の策定率、実施率

・病床機能報告上の病床数と将来の病床数の必要量について、データの特性だけでは説明できな
い差異が生じている構想区域においては、当該構想区域の調整会議で要因の分析及び評価を行
い、その結果を公表し必要な対応を行う。

病床数と将来の病床数の必要量の差

（１）年度目標の設定

（２）地域医療構想の進捗状況の検証

（３）必要な対応

非稼働病棟等への対応

・データ等に基づく説明を尽くしたうえで、なお生じている差異として非稼働病棟等の影響が考
えれるので、当該病床の今後の見通しについて確認。
・調整会議において差異の要因の分析及び評価を行った結果、非稼働病棟等への対応のみによっ
ては、生じている差異への対応が不十分であると認められる場合には、２０２５年の医療提供
体制について改めて協議を行い、各医療機関の役割分担の方向性等について議論し、各構想区
域の今後対応すべき具体的な課題を明確化した上で、課題を解決するための年度毎の工程表を
策定し公表。 2



令和６年度、７年度の取組（令和６年国通知抜粋）

3

国の取組

モデル推進区域及び推進区域を設定しアウトリーチの伴走支援の実施(新たな取組)

・2024 年度に、推進区域(仮称)の地域医療構想調整会議で協議を行い、当該区域における医療提供体制上の課題、当該課題の解決に向け
た方向性及び具体的な取組内容を含む推進区域対応方針(仮称)を策定し、2025 年度に推進区域対応方針(仮称)に基づく取組を実施する。

・2024 年度前半に都道府県当たり１～２か所の推進区域(仮称)及び当該推進区域(仮称)のうち全国に10～20 か所程度のモデル推進区域
(仮称)を設定した上で2024 年度及び2025 年度にモデル推進区域(仮称)においてアウトリーチの伴走支援を実施する。

・2024 年度及び2025 年度に、都道府県が策定した推進区域対応方針(仮称)に基づき、各医療機関の対応方針について改めて必要な検証・
見直しを行う。

都道府県の取組

医療機関の取組
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